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○予算決算及び会計令第85条の基準等の取扱いについて(依命通達)

(平成11年4月1日施第518号会計課長、施設課長依命通達、本省局部課長、所管各庁の長宛て)

改正 平14. 4. 1会 579

平15. 4. 1施 581

平21. 4. 8施 611

平21. 6.29施 981

平25. 5.20施 898

平25.11. 1施1852

平28. 3.30施 346

平29. 4.28施1433

令元. 7. 3施 408

令 4. 3.18施 386

令 5. 3.30施 98

令 6. 9. 5施1624

工事又は製造その他の請負契約を競争入札に付した場合において、その際の最低入札

価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場

合の予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「令」という。）第８５条

に規定する基準を定める法務省所管契約事務取扱規程の一部を改正する訓令（平成１４

年法務省会訓第５７８号大臣訓令）の施行に伴い、これに関する取扱いを下記のように

定めたので、その適切な実施に配意願います。

記

１ 調査基準価格

(1) 工事又は製造その他の請負契約（予定価格が１，０００万円を超えるものに限る。

以下同じ。）を競争入札に付そうとするときは、予定価格の算出の基礎となる仕様

書、設計書等により、法務省所管契約事務取扱規程（平成１２年法務省会訓第１７

０２号大臣訓令。以下「契約規程」という。）第２９条に規定する契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格（以下「調

査基準価格」という。）を定めるものとする。この場合において、事務の適正な執

行を確保するため、令第７９条の「予定価格を記載した書面」に記載された予定価

格の下に調査基準価格及び調査基準価格に１１０分の１００を乗じて得た額を記載

するものとする。
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(2) 工事の請負契約について、契約規程第２９条第１号により契約ごとに１０分の７．

５から１０分の９．２までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、以下に

よるものとする。

ア 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に１００分の１１０を乗じて

得た額を予定価格で除して得た割合とする。

ただし、その割合が１０分の９．２を超える場合にあっては１０分の９．２とし、

１０分の７．５に満たない場合にあっては１０分の７．５とする。

(ｱ) 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額

(ｲ) 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額

(ｳ) 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額

(ｴ) 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額

なお、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事については、(ｱ)の直接工事費

の算定方法は、直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額と

し、(ｳ)の現場管理費の算定方法は、現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相

当額を加えた額とする。

イ 特別な工事については、アの算定方法にかかわらず予定価格に１０分の８を乗

じて得た額とするものとする。

(3) (2)イの特別な工事とは、次に掲げる工事とする。

ア 書架工事

イ 建具工事

ウ 取壊し工事

エ 自家発電又は受変電設備工事

オ 構内交換設備工事

カ 昇降機又は搬送設備工事

キ 冷凍機又はボイラー設備工事

ク 予定価格算出の際に、共通費を共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等に区

分して算出することが困難な工事

ケ その他上記に類する工事

(4) 製造その他の請負契約について、契約規程第２９条第２号により契約ごとに１０

分の６から１０分の８．５までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、以

下によるものとする。

ア 測量に係る契約については、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計

額に１００分の１１０を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。

ただし、その割合が１０分の８．２を超える場合にあっては１０分の８．２と

し、１０分の６に満たない場合にあっては１０分の６とする。
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(ｱ) 直接測量費の額

(ｲ) 測量調査費の額

(ｳ) 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額

イ 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務の委託に係る契約に

ついては、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に１００分の１１

０を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。

ただし、その割合が１０分の８．１を超える場合にあっては１０分の８．１と

し、１０分の６に満たない場合にあっては１０分の６とする。

(ｱ) 直接人件費の額

(ｲ) ①建築関係の建設コンサルタント業務においては、特別経費の額、②土木関

係の建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務においては、直

接経費の額

(ｳ) ①建築関係の建設コンサルタント業務においては、技術料等経費の額に１０

分の６を乗じて得た額、②土木関係の建設コンサルタント業務及び補償関係コ

ンサルタント業務においては、その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額

(ｴ) ①建築関係の建設コンサルタント業務においては、諸経費の額に１０分の６

を乗じて得た額、②土木関係の建設コンサルタント業務及び補償関係コンサル

タント業務においては、一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額

ウ 地質調査業務の委託に係る契約については、予定価格算出の基礎となった次に

掲げる額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額を予定価格で除して得た割

合とする。

ただし、その割合が１０分の８．５を超える場合にあっては１０分の８．５と

し、３分の２に満たない場合にあっては３分の２とする。

(ｱ) 直接人件費の額

(ｲ) 間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額

(ｳ) 解析等調査業務費の額に１０分の８を乗じて得た額

(ｴ) 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額

エ 製造その他の請負契約（測量、建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタ

ント業務及び地質調査業務の委託に係る契約を除く。）については、当該契約の

相手方となるべき者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に１０分の６を

乗じて得た額に満たない場合とする。

２ 入札の執行

(1) 入札参加者に対しては、入札説明会及び入札の執行の際に次の事項を説明するも

のとする。

なお、工事の請負契約の場合、法務省競争入札心得（建設工事）（法務省所管工
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事取扱規程（平成元年法務省営訓第４３６号大臣訓令）様式例第３号様式に掲げる

ものをいう。）を熟読することを促すこと。

ア 令第８５条に定める基準があること。

イ 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の次項に規定する入札終了の方法

及び４に規定する調査結果の通知方法

ウ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者であっても必ずし

も落札者とならない場合があること。

エ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、令第８６条第１項の規定に基づく

調査に協力しなければならないこと。

(2) 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札

者に対して「保留」と宣言し、会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の６第

１項ただし書の規定により落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了するもの

とする。

３ 調査の実施

調査基準価格を下回る入札が行われたときは、令第８６条第１項に規定により、次

に掲げる事項について、最低価格入札者から事情聴取及び関係機関への照会等の調査

を行うものとする。

(1) 契約規程第６条第１項に規定する工事の請負契約の場合

ア その価格により入札した理由。この場合、必要に応じて、入札価格の内訳書を

徴するものとする。

イ 契約対象工事付近における手持工事の状況

ウ 契約対象工事に関連する手持工事の状況

エ 契約対象工事場所と最低価格入札者の事業所、倉庫等との関連

オ 手持資材の状況

カ 資材購入先及び購入先と最低価格入札者との関係

キ 手持機械の状況

ク 労務者の具体的供給見通し

ケ 過去に施工した公共工事名及びその発注者

コ 経営内容

サ 契約対象工事の第１次下請負契約予定者名及びその契約予定金額

シ アからサまでの事情聴取した結果についての調査検討

ス ケの公共工事のうち法務省が発注した工事の成績状況

セ 経営状況

ソ 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払の有無及び下請代金の支払遅延の有

無等）
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タ その他の必要な事項

(2) 製造その他の請負契約の場合

ア 契約規程第６条第１項に規定する業務の請負契約の場合

(ｱ) その価格により入札した理由。この場合、必要に応じて、入札価格の内訳書

を徴するものとする。

(ｲ) 契約対象業務の履行体制

(ｳ) 契約対象業務に関連した手持業務の状況

(ｴ) 手持機械の状況

(ｵ) 過去に実施した公共事業に係る業務名及びその発注者

(ｶ) 経営内容

(ｷ) (ｱ)から(ｶ)までの事情聴取した結果についての調査検討

(ｸ) (ｵ)の公共事業に係る業務のうち法務省が発注した工事の成績状況

(ｹ) 経営状況

(ｺ) 信用状況（測量法違反等の有無、賃金不払いの有無及び下請代金の支払遅延

の有無等）

(ｻ) その他必要な事項

イ 前記ア以外の製造その他の請負契約の場合

(ｱ) その価格により入札した理由及びその積算の妥当性

(ｲ) 当該契約の履行体制及び契約期間中における他の契約請負状況

(ｳ) 手持機械等の状況

(ｴ) 国及び地方公共団体等における契約の履行状況

(ｵ) 経営内容

(ｶ) (ｱ)から(ｵ)までの事情聴取した結果についての調査検討

(ｷ) 信用状態

(ｸ) その他必要な事項

４ 落札者の決定

(1) ３の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行が

されると認めたときは、直ちに最低価格入札者を落札者と決定し、その旨を最低価

格入札者に通知するとともに、他の入札者全員に同様の通知を行うものとする。

(2) ３の調査の結果、最低価格入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履

行がされないおそれがあると認めたときは、令第８６条第２項の規定により、その

調査の結果及び意見を記載した書面を４通作成の上、契約審査委員（令第６９条第

１項に基づき契約規程別表第２において指定された者をいう。以下同じ。）に提出

し、その意見を求めるものとする。

(3) 前項の規定により契約審査委員に意見を求めた結果、２名以上の意見が自己の意
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見と同一であったときは、最低価格入札者を落札者とせずに、予定価格の制限内の

価格をもって申込みをした者（以下「次順位者」という。）を落札者と決定するも

のとする。また、２名以上の意見が自己の意見と異なった場合であっても、契約の

内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由が

あるときは、次順位者を落札者とすることができるものとする。

なお、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合は、３以降と同様の

手続によるものとする。

(4) 次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者に対しては落札者とならな

かった旨及びその理由、また、次順位者に対しては落札者となった旨を通知すると

ともに、他の入札者全員に次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

５ 財務大臣及び会計検査院への書面の提出

次順位者を落札者としたときは、令第９０条第１号の規定により、３の調査結果及

び自己の意見を記載した書面並びに契約審査委員の意見を記載した書面の写しを３部

（それぞれ法務大臣、財務大臣及び会計検査院長あてとする。）法務大臣に提出する

ものとする。

６ 工事の監督及び検査

３(1)の調査を行った場合であって、その対象者を落札者と決定した工事の監督及び

検査については、平成１３年１２月３日付け法務省施第１３５４号会計課長・施設課

長依命通達「工事現場における適正な施工体制の確保等について」及び平成１３年１

２月３日付け法務省施第１３５５号会計課長・施設課長通知「工事現場における適正

な施工体制の確保等の運用について」に基づき、重点点検対象工事として重点的に点

検するものとする。

附 則(平成２１年４月８日付け法務省施第６１１号)

本件取扱いは、平成２１年４月８日以降に入札公告等を行う法務省所管に係る工事に

ついての請負契約(予定価格が１，０００万円を超えるものに限る。)の入札から適用す

る。

附 則(平成２１年６月２９日付け法務省施第９８１号)

本件取扱いは、平成２１年７月１日以降に入札公告等を行う法務省所管に係る工事に

ついての請負契約(予定価格が１，０００万円を超えるものに限る。)の入札から適用す

る。

附 則(平成２５年５月２０日付け法務省施第８９８号)

本件取扱いは、平成２５年６月３日以降に入札公告を行う法務省所管に係る工事につ

いての請負契約(予定価格が１，０００万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。

[改正時注記(平２５．１１．１施１８５２)]
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本通達による取扱いは、平成２５年１０月１日以降に締結する工事の請負契約(予定価

格が１，０００万円を超えるものに限り、かつ、工期末が平成２６年３月３１日以前の

ものを除く。)及び平成２６年４月１日以後に締結する製造その他の請負契約(予定価格

が１，０００万円を超えるものに限る。以下同じ。)について、平成２５年１０月１日か

ら適用することとし、平成２６年３月３１日以前に締結する製造その他の請負契約につ

いては、なお従前の例によることとする。

附 則(平成２８年３月３０日付け法務省施第３４６号)

本件取扱いは、平成２８年４月１日以降に入札公告を行う法務省所管に係る工事につ

いての請負契約(予定価格が１，０００万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。

附 則(平成２９年４月２８日付け法務省施第１４３３号)

本件取扱いは、平成２９年６月１日以降に入札公告を行う法務省所管に係る工事につ

いての請負契約(予定価格が１，０００万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。

附 則（令和元年７月３日付け法務省施第４０８号）

１ 本件取扱いは、記１(1)のうち「１１０分の１００」に改める部分及び同(2)のうち

「１００分の１１０」に改める部分を除き、令和元年７月１６日以降に入札公告を行

う法務省所管に係る工事又は製造その他の請負契約の入札から適用する。ただし、同(4)

のうち「１００分の１１０」と定める部分については、令和元年９月３０日まで「１

００分の１０８」として適用する。

２ 記１(1)のうち「１１０分の１００」に改める部分、同(2)のうち「１００分の１１

０」に改める部分及び同(4)のうち「１００分の１１０」と定める部分については、令

和元年１０月１日以降に締結する法務省所管に係る工事又は製造その他の請負契約（平

成３１年４月１日から令和元年９月３０日までの間に締結する契約であって、当該契

約に係る引渡しが令和元年１０月１日以降になされるものを含む。）から適用する。

附 則(令和４年３月１８日付け法務省施第３８６号)

本件取扱いは、令和４年４月１日以降に入札公告を行う法務省所管に係る工事につい

ての請負契約(予定価格が１，０００万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。

附 則（令和５年３月３０日付け法務省施第９８号）

本件取扱いは、令和５年４月１日以降に公告を行う工事から適用する。

附 則（令和６年９月５日付け法務省施第１６２４号）

本件取扱いは、令和６年１０月１日以降に入札公告を行う法務省所管に係る工事又は

製造その他の請負契約の入札から適用する。


